
東京都最低賃金改正のお知らせ12
東京都最低賃金は、令和

5年 10月1日から時間額
1,113円に改正されました。
東京都内で働く全ての労働
者に適用されます。最低賃
金の引上げに向けた環境整
備のための支援策として、業
務改善助成金等各種助成金
制度をご利用ください。

対 象 者

受 診 料

受診場所

期　　間

家内労働者の方へ
有機溶剤健康診断のお知らせ10

家内労働者・個人事業主の方へ
「あんしん共済」をご存じですか11

東京労働局賃金課

❶最低賃金に関すること

業務改善助成金
コールセンター

❷業務改善助成金に関すること

☎03-3512-1614
東京働き方改革推進
支援センター ☎0120-232-865 （フリーダイヤル）

☎0120-366-440
 （フリーダイヤル）

問
合
せ

台東区にお住まいまたは作業場があり、皮革業に
従事し、有機溶剤を含む接着剤などを使用する家
内労働者とその補助者の方

令和6年3月31日日まで（令和5年度分）
東京都が指定した台東区内の有機溶剤健康診断指定医療機関

申 込 み 都が指定した医療機関へ直接お申込みください。

無料 (無料で受診するためには
 東京都の受診票が必要です)

　病気やケガで働けなくなったときの「生活の
安定」を目的とする、東京都の傷病共済です。
　終日全く業務に従事できない状態が連続
して6日以上続いた場合、1日目から共済金
が給付されます。

東京都革靴製造業最低工賃が
改正されました09

東京都内において革靴製造業務に従事する家内労働者に適用
される最低工賃が改正されました。改正最低工賃の発効日は、
令和5年8月9日です。
　詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課家内労働係
(03-3512-1614)又は最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

ハローワーク上野のご案内07

❶ 都内に在住または在勤の専業的家内労働者
❷ 都内に在住または在勤の、製造業または製造
 小売業(ともに従業員4人以下)を営む個人事業主
❸ ❶•❷の家族従業者

15歳～80歳(新規加入は75歳まで)
の現在健康で働いている方のう
ち、次のいずれかに該当する方

問
合
せ

東京都産業労働局雇用就業部
労働環境課家内労働担当 ☎03-5320-4654

製靴関係の専業的家内労働者の方へ
履物関係の仕事情報を提供しています08

問
合
せ

東京都家内労働相談コーナー ☎０３-３８７１-４５５５

閲
覧
場
所

❶ 東京都家内労働相談コーナー(浅草5‐70‐11 川口ビル2階)
❷ 台東区役所9階　産業振興課窓口
❸ 台東区役所北部区民事務所清川分室
❹ 台東区立産業研修センター
❺ 都立産業貿易センター台東館1階

※東京都家内労働相談
コーナーでは、職人募
集情報の受付や、家内
労働全般についての
相談も行っています。

問
合
せ

公益財団法人
東京都中小企業振興公社 ☎0120-816-093 （フリーダイヤル）

対 　 象

ホームページ X（旧Twitter）
ハローワーク上野

公式キャラクター「ハロパン」

　人材募集のお手伝いや各種助成金の
ご案内などを行っております。何かお困り
のことがありましたらご相談ください!

　都内10万件以上、全国100万件以上の中からあなたに合う
お仕事をご紹介します。職業訓練や面接対策など一人で悩まず
マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方
までどなたでも!ぜひハローワーク上野に
お越しください!

事業主の皆様へ

仕事をお探しの皆様へ

詳細は
こちら

マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方マンツーマンでご相談可。若者から60歳以上の方

　東京都では、専業的家内労働者の方に、製靴関係
の仕事情報(製甲、底付けなど)を提供しています。仕事
をお探しの方はご利用ください。

雇用・就業相談のご案内（予約制）06

台東区産業振興課
（台東区役所９階⑤番）☎03-5246-1152問

合
せ

申
込
み

場
　
所

相談時間

就業相談 　区内在住または
在勤（学）の方を対象
に、就職に関するお
悩みについて、相談
や情報提供をしてい
ます。（就職先をあっせん
するものではありません）

●月・火・木・金曜日（祝日・年末年始を除く）
●10：00～17：00（原則、一人1回60分以内）

雇用相談 　区内中小企業
の人事担当者や
個人事業主を対
象に、求人活動等
のお悩みについ
て、相談や情報提
供をしています。
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